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１ 推進体制 

 (1) 神奈川県再犯防止推進会議                   

計画に掲げた事業の評価を行い、計画の効果的・効率的な推進を図ります。 

  〔構成員〕有識者、国関係機関職員、関係団体職員、県社会福祉協議会職員、

県民、など 

氏  名 職  名  等 

小西 暁和 早稲田大学法学学術院 教授 

森 卓爾 神奈川県弁護士会 会員 

村木 康弘 横浜保護観察所 次長 

松田 芳政 横浜刑務所 首席矯正処遇官 

原 一広 横浜少年鑑別所 地域非行防止調整官 

杉村 二 久里浜少年院 次長 

中村 葉子 横浜地方検察庁 総務部長 

白戸 順一 神奈川労働局 職業紹介係長 

石渡 勝朗 神奈川県保護司会連合会 会長 

大伴 好子 神奈川県更生保護女性連盟 会長 

小川 めぐみ 神奈川県ＢＢＳ連盟 会長 

志村 宗男 神奈川県更生保護事業連盟 会長 

竹内 政昭 
更生保護法人神奈川県更生保護協会 事務局長 

認定 NPO法人神奈川県就労支援事業者機構 事務局長 

山下 康 神奈川県地域生活定着支援センター センター長 

伊部 智隆 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 総務企画部参事 

原田 忠志 公募委員 

    注 2019年１月 29日現在 

(2) 福祉 21推進会議                        

   庁内関係部局で構成する当該会議において、全庁的な視点から課題や取組に

ついて検討を行うとともに、関係部局と連携しつつ、計画の総合的な推進を図

ります。 

 

(3) 県・市町村地域福祉主管課長会議等               

   県・市町村地域福祉主管課長会議等を活用し、計画に位置付けた施策の推進

を図ります。 

 

第４章 計画の推進体制 
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２ 進行管理 

計画を着実に推進するために、毎年度、計画に位置付けた施策の評価を行い、

事業の改善等、計画の効果的・効率的な推進を図ります。 

また、評価結果については、県ホームページで公表します。 

(1）PLAN（計画）                                                 

    神奈川県再犯防止推進会議等の議論を踏まえ、５年ごとに計画を改定。 

(2）DO（実施）                                                     

      計画に位置付けた事業の実施。 

(3）CHECK（評価）                                                   

    毎年度、計画に位置付けた事業の実施状況を踏まえ、神奈川県再犯防止推進

会議において評価。 

(4）ACTION（改善）                                              

      計画に位置付けた事業の実施状況及び評価を踏まえ、次年度以降の事業の改

善を議論。 

 

また、国の施策動向など状況の変化を踏まえ、計画の施策を展開します。その

際、必要に応じ、福祉 21推進会議、神奈川県社会福祉審議会等に報告し、ご意見

をいただきながら進めるとともに、国に対して要望等を行っていきます。 
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再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年12月14日法律第104号） 

 

   第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復

帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに

鑑み、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体

の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を

定めることにより、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、も

って国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会

の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年（非

行のある少年をいう。以下同じ。）若しくは非行少年であった者をいう。 

２ この法律において「再犯の防止等」とは、犯罪をした者等が犯罪をすることを

防ぐこと（非行少年の非行をなくすこと及び非行少年であった者が再び非行少年

となることを防ぐことを含む。）をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等の多くが安定した職業に就

くこと及び住居を確保することができないこと等のために円滑な社会復帰をす

ることが困難な状況にあることを踏まえ、犯罪をした者等が、社会において孤立

することなく、国民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員となることを支

援することにより、犯罪をした者等が円滑に社会に復帰することができるように

することを旨として、講ぜられるものとする。 

２ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等が、その特性に応じ、矯正施設

（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以

下同じ。）に収容されている間のみならず、社会に復帰した後も途切れることな

く、必要な指導及び支援を受けられるよう、矯正施設における適切な収容及び処

遇のための施策と職業及び住居の確保に係る支援をはじめとする円滑な社会復

帰のための施策との有機的な連携を図りつつ、関係行政機関の相互の密接な連携

の下に、総合的に講ぜられるものとする。 

３ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚するこ

と及び被害者等の心情を理解すること並びに自ら社会復帰のために努力するこ

とが、再犯の防止等に重要であるとの認識の下に、講ぜられるものとする。 

４ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、再犯の防止等に関する各

般の施策の有効性等に関する調査研究の成果等を踏まえ、効果的に講ぜられるも

のとする。 

 

第５章 資料 
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（国等の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、

再犯の防止等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、再犯の防止等に関し、国との適切な役

割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び

実施する責務を有する。 

 

（連携、情報の提供等） 

第五条 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策が円滑に実施されるよ

う、相互に連携を図らなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の実施に当たっては、再犯

の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者との緊密な連携協力の

確保に努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の実施に当たっては、再犯

の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者に対して必要な情報を

適切に提供するものとする。 

４ 再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者は、前項の規定に

より提供を受けた犯罪をした者等の個人情報その他の犯罪をした者等の個人情

報を適切に取り扱わなければならない。 

 

（再犯防止啓発月間） 

第六条 国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防

止啓発月間を設ける。 

２ 再犯防止啓発月間は、七月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、再犯防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施され

るよう努めなければならない。 

 

（再犯防止推進計画） 

第七条 政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（以下「再犯防止推進計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 再犯防止推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 再犯の防止等に関する施策の推進に関する基本的な事項 

二 再犯の防止等に向けた教育及び職業訓練の充実に関する事項 

三 犯罪をした者等の社会における職業及び住居の確保並びに保健医療サービス

及び福祉サービスの利用に係る支援に関する事項 

四 矯正施設における収容及び処遇並びに保護観察に関する体制その他の関係機

関における体制の整備に関する事項 

五 その他再犯の防止等に関する施策の推進に関する重要事項 

３ 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければなら

ない。 

４ 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、
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関係行政機関の長と協議しなければならない。 

５ 法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、再犯

防止推進計画を公表しなければならない。 

６ 政府は、少なくとも五年ごとに、再犯防止推進計画に検討を加え、必要がある

と認めるときは、これを変更しなければならない。 

７ 第三項から第五項までの規定は、再犯防止推進計画の変更について準用する。 

 

（地方再犯防止推進計画） 

第八条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は

市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（次項において

「地方再犯防止推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第九条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上、財政上又は税制

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告） 

第十条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた再犯の防止等に関する施策について

の報告を提出しなければならない。 

 

第二章 基本的施策 

第一節 国の施策 

（特性に応じた指導及び支援等） 

第十一条 国は、犯罪をした者等に対する指導及び支援については、矯正施設内及

び社会内を通じ、指導及び支援の内容に応じ、犯罪をした者等の犯罪又は非行の

内容、犯罪及び非行の経歴その他の経歴、性格、年齢、心身の状況、家庭環境、

交友関係、経済的な状況その他の特性を踏まえて行うものとする。 

２ 国は、犯罪をした者等に対する指導については、犯罪の責任等の自覚及び被害

者等の心情の理解を促すとともに、円滑な社会復帰に資するものとなるように留

意しなければならない。 

 

（就労の支援） 

第十二条 国は、犯罪をした者等が自立した生活を営むことができるよう、その就

労を支援するため、犯罪をした者等に対し、その勤労意欲を高め、これに職業上

有用な知識及び技能を習得させる作業の矯正施設における実施、矯正施設内及び

社会内を通じた職業に関する免許又は資格の取得を目的とする訓練その他の効

果的な職業訓練等の実施、就職のあっせん並びに就労及びその継続に関する相談

及び助言等必要な施策を講ずるものとする。 

 

（非行少年等に対する支援） 

第十三条 国は、少年が可塑性に富む等の特性を有することに鑑み、非行少年及び
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非行少年であった者が、早期に立ち直り、善良な社会の一員として自立し、改善

更生することを助けるため、少年院、少年鑑別所、保護観察所等の関係機関と学

校、家庭、地域社会及び民間の団体等が連携した指導及び支援、それらの者の能

力に応じた教育を受けられるようにするための教育上必要な支援等必要な施策

を講ずるものとする。 

 

（就業の機会の確保等） 

第十四条 国は、国を当事者の一方とする契約で国以外の者のする工事の完成若し

くは作業その他の役務の給付又は物品の納入に対し国が対価の支払をすべきも

のを締結するに当たって予算の適正な使用に留意しつつ協力雇用主（犯罪をした

者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、

又は雇用しようとする事業主をいう。第二十三条において同じ。）の受注の機会

の増大を図るよう配慮すること、犯罪をした者等の国による雇用の推進その他犯

罪をした者等の就業の機会の確保及び就業の継続を図るために必要な施策を講

ずるものとする。 

 

（住居の確保等） 

第十五条 国は、犯罪をした者等のうち適切な住居、食事その他の健全な社会生活

を営むために必要な手段を確保することができないことによりその改善更生が

妨げられるおそれのある者の自立を支援するため、その自助の責任を踏まえつつ、

宿泊場所の供与、食事の提供等必要な施策を講ずるとともに、犯罪をした者等が

地域において生活を営むための住居を確保することを支援するため、公営住宅

（公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第二条第二号に規定する公営住

宅をいう。）への入居における犯罪をした者等への特別の配慮等必要な施策を講

ずるものとする。 

 

（更生保護施設に対する援助） 

第十六条 国は、犯罪をした者等の宿泊場所の確保及びその改善更生に資するよう、

更生保護施設の整備及び運営に関し、財政上の措置、情報の提供等必要な施策を

講ずるものとする。 

 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

第十七条 国は、犯罪をした者等のうち高齢者、障害者等であって自立した生活を

営む上での困難を有するもの及び薬物等に対する依存がある者等について、その

心身の状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよ

う、医療、保健、福祉等に関する業務を行う関係機関における体制の整備及び充

実を図るために必要な施策を講ずるとともに、当該関係機関と矯正施設、保護観

察所及び民間の団体との連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 

 

（関係機関における体制の整備等） 

第十八条 国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機

関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び

資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。 
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（再犯防止関係施設の整備） 

第十九条 国は、再犯防止関係施設（矯正施設その他再犯の防止等に関する施策を

実施する施設をいう。以下この条において同じ。）が再犯の防止等に関する施策

の推進のための重要な基盤であることに鑑み、再犯防止関係施設の整備を推進す

るために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（情報の共有、検証、調査研究の推進等） 

第二十条 国は、再犯の防止等に関する施策の効果的な実施に資するよう、関係機

関が保有する再犯の防止等に資する情報を共有し、再犯の防止等に関する施策の

実施状況及びその効果を検証し、並びに犯罪をした者等の再犯の防止等を図る上

で効果的な処遇の在り方等に関する調査及び研究を推進するとともに、それらの

結果等を踏まえて再犯の防止等に関する施策の在り方について検討する等必要

な施策を講ずるものとする。 

 

（社会内における適切な指導及び支援） 

第二十一条 国は、犯罪をした者等のうち社会内において適切な指導及び支援を受

けることが再犯の防止等に有効であると認められる者について、矯正施設におけ

る処遇を経ないで、又は一定期間の矯正施設における処遇に引き続き、社会内に

おいて指導及び支援を早期かつ効果的に受けることができるよう、必要な施策を

講ずるものとする。 

 

（国民の理解の増進及び表彰） 

第二十二条 国は、再犯の防止等に関する施策の重要性について、国民の理解を深

め、その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、再犯の防止等の推進に寄与した民間の団体及び個人の表彰に努めるもの

とする。 

 

（民間の団体等に対する援助） 

第二十三条 国は、保護司会及び協力雇用主その他民間の団体又は個人の再犯の防

止等に関する活動の促進を図るため、財政上又は税制上の措置等必要な施策を講

ずるものとする。 

 

第二節 地方公共団体の施策 

第二十四条 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団

体の地域の状況に応じ、前節に規定する施策を講ずるように努めなければならな

い。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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再犯防止推進計画［概要］（出典；平成 30年版再犯防止推進白書による） 
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用語の説明 

 

【あ行】 

アディクション 

英語の「addiction」をカタカナで表記したもの。嗜癖
し へ き

と訳され、「止めようと思い

ながらも止めることのできない悪い習慣に耽
ふけ

ってしまうこと」をいう。物質依存（ア

ルコールや各種薬物等）、行動嗜癖（ギャンブル障がい、ゲーム障がい等）がある。 

 

【か行】 

改善指導 

刑事施設において、受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、

社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるために行うもの。一般

改善指導及び特別改善指導があり、①「薬物依存離脱指導」、②「暴力団離脱指導」、

③「性犯罪再犯防止指導」、④「被害者の視点を取り入れた教育」、⑤「交通安全指導」

及び⑥「就労支援指導」の６類型の特別改善指導が実施されている。 

 

仮釈放 

再犯を防止し、改善更生と円滑な社会復帰を促進することを目的として、「改悛の

状」があり、改善更生が期待できる懲役又は禁錮の受刑者を刑期満了前に仮に釈放し、

仮釈放の期間（残刑期間）が満了するまで保護観察に付すること。 

 

観護処遇 

少年鑑別所に収容している者に対する取扱いの全て（鑑別を除く。）。 

 

鑑別 

医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者につ

いて、その非行等に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした

上、その事情の改善に寄与するため、適切な指針を示すこと。 

 

起訴猶予処分 

犯罪の嫌疑が認められる場合でも、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情

状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないことを理由とした不起訴処分。 

 

教誨師
きょうかいし

 

 全国の矯正施設に収容されている人たちの宗教上の希望に応じ、所属する宗教・宗

派の教義に基づいた宗教教誨活動をボランティアとして行っている民間の宗教家。 

 

矯正施設 

 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院。 
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矯正就労支援情報センター室（コレワーク） 

全国の受刑者・少年院在院者の資格、職歴、出所・出院後の帰住先等の情報を一

括管理し、事業主の雇用ニーズに適合する者を収容する刑事施設・少年院を紹介す

る国の機関で、全国に２か所設置されている。 

 

協力雇用主 

犯罪・非行の前歴等のために定職に就くことが容易でない保護観察又は更生緊急保

護の対象者を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主。 

 

刑事施設 

 刑務所、少年刑務所及び拘置所の総称。 

 

刑の一部の執行猶予制度 

裁判所が、３年以下の刑期の懲役・禁錮を言い渡す場合に、その刑の一部について、

１年間から５年間まで、執行を猶予することができるとする制度。 

 

刑務所出所者等就労奨励金制度 

 保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを

行う事業主に対して奨励金を支払う国の制度。 

 

更生保護 

 罪を犯した人や非行のある少年が、再び過ちを繰り返すことなく、実社会内におい

て善良な一員として自立できるように適切な処遇を行い、犯罪や非行に陥ることを防

ぎ、改善更生することを助けることによって、犯罪の危険から社会を保護し、個人及

び公共の福祉を増進することを目的とする活動。 

 

更生保護施設 

主に保護観察所から委託を受けて、住居がなかったり、頼るべき人がいないなどの

理由で直ちに自立することが難しい保護観察又は更生緊急保護の対象者を宿泊させ、

食事を給与するほか、就職援助、生活指導等を行う施設。 

 

更生保護女性会 

地域の犯罪予防や青少年の健全育成、犯罪者・非行少年の改善更生に協力する女性

のボランティア団体。 

 

更生保護法人 

更生保護事業を営むことを目的として、更生保護事業法の定めるところにより、法

務大臣の認可を受け設立された法人。 
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子ども・若者育成支援推進法 

 子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができる

ようにするための支援その他の取組について、その基本理念、国及び地方公共団体の

責務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、総合的な子ども・若者育成支援

のための施策を推進することを目的とした法律。 

 

【さ行】 

再入者 

受刑のため刑事施設に入所するのが２度以上の者。 

 

社会福祉施設 

 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を行う施設や事業所。 

 

社会福祉士 

 専門的知識及び技術をもって、身体、知的若しくは精神の障がいがあること、また

は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある方の福祉に関する相談に応じ、

助言、指導、福祉サービス関係者等との連絡・調整その他の援助を行う専門職。 

 

社会を明るくする運動 

 すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、

それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運

動。 

 

少年院 

家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、その健全な育成を図ること

を目的として矯正教育、社会復帰支援等を行う法務省所管の施設。 

 

処遇 

警察等によって検挙された者が、その後、検察、裁判、矯正及び更生保護の各段階

で受ける取扱い。 

 

初入者 

受刑のため刑事施設に入所するのが初めての者。 

 

自立準備ホーム 

あらかじめ保護観察所に登録されたＮＰＯ法人等がそれぞれの特長を生かして自

立を促す施設で、保護が必要なケースについて、保護観察所から事業者に対して宿泊

場所、食事の提供と共に、毎日の生活指導等を委託する。 

 

生活困窮者自立相談支援機関 

 生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応ずる

相談窓口を設置する自立相談支援を実施する機関。福祉事務所を設置する自治体は自

立相談支援事業の実施が必須。 
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全部執行猶予 

刑法第 25条に規定する刑の全部の執行猶予。 

 

【た行】 

地域生活定着支援センター 

 高齢又は障がいを有することにより、福祉の支援が必要な刑務所等の矯正施設退所

予定者を対象に、退所後、円滑に福祉サービス（社会福祉施設への入所など）を受け

られるよう、地域における社会生活への移行、自立促進を図るための支援を行う施設。 

 

地域包括支援センター 

高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、必要なサービスにつないだり、虐待

防止などの権利擁護や、介護予防事業のマネジメントなどの機能を担う地域の中核機

関で、各市町村が設置する。 

 

地域若者サポートステーション 

働くことに悩みを抱えている 15歳から 39歳までの若者に対し、キャリアコンサル

タントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓練などによるステップアップ、

協力企業への就労体験などにより、就労に向けた支援を行う機関。 

 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

 配偶者等（配偶者や交際相手等の親密な関係にある、又はあった者）からの暴力。 

 

【な行】 

入所受刑者（新受刑者） 

裁判が確定し、その執行を受けるため、各年中に新たに入所するなどした受刑者。 

 

【は行】 

非行少年 

犯罪少年（罪を犯した少年（犯行時に 14 歳以上であった少年）をいう。）、触法少

年（14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。）、ぐ犯少年（保護者

の正当な監督に服しない性癖等の事由があり、少年の性格又は環境に照らして、将来、

罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年をいう。）の総称。 

 

ＢＢＳ会 

非行のある少年や悩みを持つ子供たちに、兄や姉のような立場で接しながら、その

立ち直りや成長を支援する活動等（BBS運動（Big Brothers and Sisters Movement））

を行う青年のボランティア団体。 

 

法務少年支援センター 

少年鑑別所が，少年鑑別所法第 131条に基づき、児童福祉機関、学校・教育機関な

どの青少年の健全育成に携わる関係機関・団体と連携を図りながら、地域における非

行及び犯罪の防止に関する活動や健全育成に関する活動などに取り組むに当たり使

用している名称。 
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保護観察 

犯罪をした人または非行のある少年が、社会の中で更生するように、保護観察官及

び保護司による指導と支援を行うもの。 

 

保護司 

犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアで、法務大

臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員。保護観察の実施，犯罪予防活動等の更生保

護に関する活動を行う。 

 

【や行】 

薬物クリーンかながわ推進会議 

県内の各機関、団体が相互に連絡・調整を図り、県民一体となった薬物乱用防止啓

発運動を展開し、“不正薬物の存在しない”、“不正薬物の進入を許さない”「薬物クリ

ーンかながわ」の実現に寄与することを目的として、平成 4年に設立された。薬物乱

用防止講演会や街頭キャンペーンなどの薬物乱用防止啓発活動を行っている。 
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計画の策定経緯 

 

１ 計画への県民意見の反映 

  「神奈川県再犯防止推進計画」計画素案に対するパブリックコメントの実施 

 (1) 意見募集期間 

   2018年 12月 21日から 2019年１月 21日まで 

 

 (2) 意見募集方法 

   県ホームページへの掲載、県機関等での閲覧及び配布 

 

(3) 意見の提出方法 

  郵送、ファクシミリ、電子メール等 

 

 (4) 提出された意見の概要 

  ア 提出意見件数 74件 

 

  イ 意見提出者数 30人・団体（個人；24人、団体；６団体） 

 

  ウ 意見の内訳 

No. 意 見 内 容 件数 

１ 計画の概要 2 

２ 本県における再犯防止を取り巻く状況 6 

３ 施策の展開 50 

４ 計画の推進体制 1 

５ 資料 1 

６ その他 14 

合  計 74 

   

エ 計画への反映状況 

No. 意 見 内 容 件数 

１ 新たな計画に反映しました。 25 

２ 
新たな計画には反映していませんが、ご意見のあった施策

等は既に取り組んでいます。 
12 

３ 今後の政策運営の参考とします。 22 

４ 反映できません。 1 

５ その他（感想・質問等） 14 

合  計 74 
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２ 会議等による検討 

 (1) 神奈川県社会福祉審議会 

ア 2018年 11月 ７日 計画の策定について 

  イ 2019年 ２月 ６日 計画の策定について 

 

 (2) 神奈川県再犯防止推進会議 

ア 2018年 ８月 １日 計画骨子案について 

  イ 2018年 10月 29日 計画素案について 

  ウ 2019年 １月 29日 計画案について 

 

 (3) 神奈川県議会厚生常任委員会 

ア 2018年 ９月    計画骨子案について 

イ 2018年 12月    計画素案について 

ウ 2019年 ２月     計画案について 

  

 (4) 福祉 21推進会議（地域福祉部会） 

2018年 10月 ９日   計画の策定について 

 

３ 市町村への情報提供、市町村との調整等 

2018年 ３月 22日      県・市町村地域福祉主管課長会議 

          （再犯の防止等の推進について） 

  2018年 11月 １日      県・市町村意見交換会 

                （計画素案について） 

  2019年 ３月 22日   県・市町村地域福祉主管課長会議 
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福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 

横浜市中区日本大通１ 〒231-8588 電話(045)210－4750（直通）  
神奈川県        


